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児童相談所開設
特集号

「広報ふなばし6月1日号通常号」を本号に折り込んでお届けしています

船橋市児童相談所が
オープンします！
　市独自の児童相談所が、本年7月にオープンします。中核市
としては、全国で8カ所目、県内で初めてとなります。本号で
は児童相談所の業務内容について紹介します。
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所在地
若松2丁目3番61号
電車：JR南船橋駅から徒歩約6分
相談受付時間
㈪～㈮午前9時～午後5時
電話番号※7月1日〜

☎409-2234
▪児童虐待の通告は、24時間
365日受け付けます。

　市独自の児童相談所が、本年7月にいよいよ開設し
ます。
　市の児童相談所は、児童虐待への対応だけでなく、市
民の皆さまからの子育てに関するさまざまな相談を受
け付ける身近な相談窓口となり、子育て家庭に寄り添
い支えていきます。
　こどもは家庭で育まれ、地域の力を得て成長しま
す。市では児童相談所をはじめ、4月に開設したこども 
家庭センターや地域の関係機関の皆さまと連携して、
こどもの養育支援に取り組んでまいります。

船橋市長
松 戸　徹

オー
プン・相談受付開始

7月1日水

船橋市児童相談所

船橋のこどもたちを船橋で守り育むために

市独自の児童相談所
　児童相談所は、全ての都道府県と政令指定都市に設置が義務付けられてい
ます。また、平成16年の児童福祉法の改正により、中核市でも独自に児童相談
所を設置できるようになりました。
　市では、これまで千葉県が設置する市川児童相談所と連携を図りながら、虐
待の未然防止や早期発見に努めてきました。
　全国的に虐待相談件数が増加する中、子育ての悩みに関する相談や児童虐
待の未然防止、家庭における子育て支援等を“船橋市”で対応し、養育困難など
の相談、一時保護や児童養護施設への措置入所などを伴う虐待相談は“県の市
川児童相談所”で対応する二元体制となっていました。
　そのため、迅速な対応や一元的な対応が困難となる事態が生じるケースが
あり、このような課題に対応するため、平成25年度から市独自の児童相談所の
設置について検討を開始し、平成30年度には設置候補地を決定、令和3年度に
は基本構想を策定するなど具体的な準備を進めてきました。

切れ目のないきめ細やかな支援
　市が児童相談所を設置することで、市内のこどもの家庭児童相談情報を 
一元的に漏れなく管理でき、虐待の未然防止から初期対応、施設などへの措
置、在宅での支援までを切れ目なく一貫して行えます。また、市単独で一時保
護などを迅速に行うことが可能となり、機動的な支援や介入ができます。市が
実施するさまざまな子育て支援サービスの提供により、こどもや家庭の状況
に応じた、きめ細やかな相談・支援を継続していきます。

全てのこどもの生活を守り支援する拠点
　児童相談所は、市民にとって身近な相談窓口となるだけでなく、こども家庭
センターや保健センターなどの各種相談窓口をはじめ、保育園・学校などの関
係機関と連携しながら、船橋の全てのこどもの安全で安心な生活を守り、健や
かな成長と発達を切れ目なく支援していきます。

▶▶

迅速性と迅速性と
機動性の確保機動性の確保

切れ目のない切れ目のない
一貫した支援一貫した支援

家庭児童相談情報家庭児童相談情報
の一元管理の一元管理

きめ細やかなきめ細やかな
継続した支援継続した支援
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令和8年（2026年）6月1日号　No.1644児童相談所開設特集号 4

　妊娠初期から子育て期の困り事を相談できる場所である、こども家庭センターを令和8年4月に市役所3階に開設しました。 
日常的な子育て等の不安や疑問の解消のほか、福祉的な支援が必要な家庭まで幅広い支援を行います。また、児童相談所と 
こども家庭センターで受け付けた全てのご相談は、状況に応じて相互に共有します。内容に応じて担当を決定し支援します 
ので、どちらへご連絡いただいても結構です。お気軽にお問い合わせください。

　児童相談所のほかにも、市にはさまざまな相談窓口があります。
　必要に応じ連携・協力することで子育て家庭をサポートし、こどもの健やかな成長と発達を支援していきます。

　児童家庭支援センターはこども、家庭、地域住民等からの専門知
識が必要な相談に応じ、助言や援助、指導を行います。相談は無料
ですので、お気軽にご連絡ください。

※船橋市の市外局番は「047」です

▼こちらでも相談できます

こども家庭センター

相談専用電話

妊娠・出産・子育て相談
☎411-8250

開所日　㈪～㈮（㈷、年末年始除く）
時　間　午前9時～午後5時
所在地　湊町2-10-25
　　　　市役所 3階

児童家庭支援センター

妊娠・出産が
初めてで不安

育児に協力して
くれる人が
いない

夜泣きで眠れない
気持ちも沈みがち

子育てがつらい
ずっとモヤモヤ

ついこどもに
怒りすぎて
しまう

悩みや不安を
聞いてほしい

養育費について
相談をしたい

家事や家族の
世話が大変

離婚について
相談したい

相談内容
●こども、家庭に関すること
●子育てに関すること
●養育環境に関すること　ほか

ひとり親家庭の総合相談
離婚前から利用できます

☎436-2320

ひとり親家庭等相談

こどもからも相談できます

☎436-2408

ヤングケアラー相談
女性のための総合相談

〈受付時間〉午前9時～午後4時

☎431-8745

女性相談

「妊娠・出産・子育て」などの総合相談窓口

市役所以外の相談窓口もあります

相談機関
●船橋青い空こどもクリニック
　児童家庭支援センター「ルーチェ」
　☎770-1233
〈受付〉㈪㈫㈮午前10時〜午後1時、午後2時〜午後5時、　　　
㈯㈰午前9時〜午後4時30分（㈷、年末年始除く）

●児童家庭支援センター・あおいとり
　☎404-1055　
〈受付〉㈪〜㈯（㈷、年末年始除く）	 午前9時〜午後6時

千葉県の認可を受けた民間の専門相談機関です


